
平成30年度横浜市鶴見区社会福祉協議会事業計画

重点目標

第3期鶴見・あいねっと(鶴見区地域福祉保健計画)の基本理念「たすけあい・支

えあい・人と人とのネットワーク」を鶴見区社協の事業取組の基本とし、多様化する

福祉二ーズを「福祉課題」としてだけではなく「生活課題」の視点でも捉え直し、各種

事業に取り組んでいきます。

重点取組

●身近な地域のつな力札山支えあい活動の推進による地区社協の支援

これまで進めてきた「住民支えあいマップ」の取組から具体的な課題解決のため

の協議の場づくりを推進します。

「地区社協のてびき」を地区社協分科会等の場で積極的に活用し、住民にとって身

近な福祉ネットワーク組織である地区社協の強みを再確認していくとともに、住民

個々の生活課題を住民全体で受け止め、地域課題として解決を目指す地域づくり

を支援していきます。

●生活困窮者に対する取組の推進

困窮に対する支援としての従来の生活福祉資金の取組にとどまらず、フードバ

ンク等との連携について研究し、本会におけるフードドライブの仕組みづくりを検討

して、食支援を切り口とした自立支援を進めます。併せて、単なる経済的支援となら

ないよう、社会的孤立の解消にも目を向けたアプローチとして体系づけた支援を展

開します。

●ボランティアセンター等の総合相談機能の充実

住民からの身近な相談が寄せられる総合相談窓口としてのボランティアセン

ターで、困りごとをしっかり受け止められるよう職員のスキルを高め機能充実を図り

ます。また、権利擁護事業や移動情報センター事業等とも連携し、社協組織内での

総合的な相談対応力を強めていきます。

生活支援に関わる担い手としてボランティアの育成講座を実施し、身近な困りご

との解決に向けた人材確保を進めます。

●生活支援体制整備事業を切り口とした地域支援

昨年来取り組んだ地域アセスメントから導き出された課題について、引き続き地

域ケアプラザと協働し、共助の仕組みづくりをより一層進めるとともに、「地域包括

ケアシステムの構築に向けた区行動指針」に基づき、区域としての取組や企業等を

巻き込んだ事業について検討・実施していきます。



互いに支えあう地域社会づくり
小地域活動の推進・支援

身近な地域の
つながの・支
えあい活動推
進事業

区社協は、「誰もが安1山して自分らしく薯らせるまちづく
の」を会員や関係機関の皆様とともにこれからも進めていき
ます。そのなかで、地区社協(概ね連合自治会の区域)のみ
ならず、単位自治会等のエリアからのアプローチも試み、住
民一人ひとりの困のごとを早期に発見して解決に結びつける
とともに吐也域の課題」として捉え、具体策を地域主体で進
めていく「身近な地域のつながの・支えあい活動」の推進に
向けて、地域ケアプラザとの連携をさらに強めて取の組みま
す。

地区社協担当制
による相談・ Ξ。
曳.支援

地区社協分科会

市社協補
助金

身近な地域でのつながり支えあいの仕組みづくのを意識しな
がら、地区社協地区担当制、各種会議を活用し、地区社協の
事業や運営等に関する相談・調整などの支援を行います。
なお支援にあたっては、地域ケアプラザをはじめ、積極的に
関係機関と連携を図のます。

地区社協活動助
成

地区社協の充実に向けて、定期的に会議を設けます。また、
分科会、事務局長会議の開催については、 29年度から実施し
ている市域の地区社協検討会の内容のフィードバックを含
め、地区同士の情報・意見交換、研修等、協働して内容検討
を行いながら実施します。

地区社協研修

地区社協活動の財源とするため、助成(事業助成金・区社協
世帯会費還元金・共同募金配分金、賛助会費還元金)を行い
ます。

地区社協広報支
援

主な収
入財源

改訂した「地区社協の手引き」を積極的に用い、地区社協の
組織強化や地域の活動・団体をつなぐ調整役等の人材育成に
つながるよう、役員、活動の担い手を対象とした全体研修会
を開催します。

地区社協事業等
への参加・支援
(エリア会議含

む)

市社協補
助金

地区社協の活動を広く区民に周知・報告します。区社協ホー
ムページに各地区社協ごとに活動紹介ページを掲載します。

賛助会費募集

引き続き、地区ごとの担当制による地区社協への支援を行い
ます。また、地域ケアプラザや行政等とも連携を図り、確鳥

・あいねっと支援チーム」も活用しながら、地区社協の事
業等に関する相談対応や出張講座の実施などの支援を行い、
よの効果的な支援策について検討、強化に努めます。

地域ケアプラザ
コーフ・イネー
ター連絡会
(ケア施設連絡

会)

区社協事業を広く区民へ周知し啓発をはかるとともに、区社
協や地区社協の事業実施における資金確保のため、 6月よの
区内にて募集活動を行います。
また、賛助会員の新規加入や会費納入率の向上を目指し、効
果的な賛助会費のPR方法について、地区社協事務局長会議、
分科会等にて継続的に検討を行います。

地域ケアプラザコーディネーター(地域支援・地域交流) の

情報交換や共通課題の共有と検討、研修の場として、月 回

開催する連絡会で地域ケアプラザとともに事務局も分担しな
がら地域支援の進め方の検討をおこないます。また、障害児
余暇支援事業等、協働による効果的な事業の実施について検
討、実施します。
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包括職種連絡会

地域ケア会議

月1回開催されている地域包括支援センターの各臓種(社会
福祉士・看護師・主任ケアマネジャー)連絡会に参加し、
職種との情報交換や共通課題の共有と検討を行います。各職
種主催の事業の計画等への立案に協力し、区社協からの情報
提供を行います。

生活支援体制整
備事業

各地域ケアラザで開催される個別地域ケア会議に積極的に
参加し、地域課題の把握に努めます。その課題解決に向け
て、地域ケアプラザや地域住民と協力しながら、解決に向け
た話し合いの機会を設け、事業展開につなげていきます。

地域包括ケアシステムの主旨に基づき、住民主体の活動支
・養成を行います。また、区域全体を視野に、 NP0法人

や社会福祉法人のみならず、民間企業を巻き込んだ生活支援
や介護予防の取の組みを区役所・地域ケアプラザ・区社協で
協働し進めていくとともに、地区域の取の組みについても引
き続き区役所や地域ケアプラザとの連携して進めていきま
す。

その他各種機関
との連携

横浜市受
託金・負
1旦金

ボランティア等住民活動の推進・支援

相談・調整・登
録

鶴見区事業所連絡会に継続加入し、区社協の役割を広く周知
「かわのまちします。

エリア会議」「福まち」など小地域で行われている地域福祉
保健関係者の会議に参画します。

住民からの身近な相談が寄せられる相談窓口として、専任の
ポランティアコーディネーターを配置し、ボランティア相談
への対応及びボランティア活動の促進を行います。
関係機関や施設、地域のボランティア団体との連携も踏ま
え、ボランティアセンター機能の充実・強化を図ります。

・ボランティア募集依頼・活動希望者の受付
・ボランティア活動・行事保険に関する相談
・機材貸出の相談・受付
・情報の収集・整理
・記録・統計・ケース会i捌ボランティアコーディネータ会
i淘の開催
・多様化する二ーズの分析や課題検討を目的とした内部研修
を開催します

共同募金
配分金

ポランティア講
座、研修

市社協受
託金

・ボランティアの発掘と育成を図るため各種自主・共催講座
・新規ボランティアの登を実施します。

録者数の増加を目指して、ぞ鳥見川クリーンキャンペーンなど
のイベントに参加します。
・新規および既存の登録者が継続的な活動につながるように
フォローアップの一環として、ボランティア活動をイメージ
できる「ボランティア体験会」などの事業を開催します。
・地域の生活課題に対応できるポランティアの発掘と育成を
目指して「生活支援ボランティア講座」を開催します。

ボランティア情
報紙・HPの充実

会費

ボランティア情報紙「つるボラ情報」を年3回発行します。
ボランティア募集情報、講座・イペント情報な・内 容

ど

・送付先:ボランティア登録者・地域ケアプラザ等関係機関
など
随時、区社協ホームページにおいて、ボランティア募集やイ
ペント等の周知を強化していきます。



食事サービス連
絡会

他機関(施設・
区民活動セン
ター等)との連

食事サービスに携わる団体の情報交換や研修の支援を行いま
す。
食事サービス連絡会の創造性・独自性の発揮のため、円滑な
自主運営に向けての支援をしていきます。

ボランティア・
市民活動団体分
科会

よの地域の実情を反映できるよう、地域二ーズの収集・分析
を行い、地域ケアプラザや区民活動センター等他機関との情
報交換や連携を図のます。

ボランティア団体同士の連携を高めるため、定期的に分科会
を開催します。
なお、分科会の開催にあたっては、効率的かつ運営に主体的
な参画を得られるよう、会員とともに内容を検討し実施しま
す。鶴見区あいねっと推進フォーラムにて、「つる★ポラ
コーナー」を設置し、会員の方々と分科会に加入されている
団体の活動周知を行います。

ボランティアセ
ンター運営委員

善意銀行運営

ボランティアセンター事業や善銀配分を適正に行うため、年
3回程度運営委員会を開催します。
また、よの透明性を高めるため、議事録をホームページ上で
公開します。

鶴見ふれあい助
成金
つるみ善意銀行
助成金

善意で寄せられる金品の受付業務を行います。配分について
はボランティアセンター運営委員会によの適切に行います。
併せて、善意銀行について分かのやすく示したり一フレット
の作成や、地域でのイベントでも募金箱の設置等積極的なP
Rを行い、善意銀行の理解を図の、寄付の確保に努めます。

年末たすけあい
配分事業

よの豊かな市民社会の実現のために、市民の自発性のもと、
鶴見区・横浜市内で行われる非営利な地域福祉推進事業や障
害福祉推進事業を行っている団体に対し、助成を行います。
また助成金制度の変更に伴いよの多くの団体が活用できるよ
うになるため、地域での生活支援活動や集いの場などの活動
支援の充実を図のます。

福祉二ーズをもつ住民に対する事業

障団連郎章害児
者団体連合会)

区民から寄せられた年末たすけあい募金を財源として、区内
の要援護者支援等をする団体に配分します。

鶴っこ部会

^

区内の障害者支援の一環として、障団連が実施する事業への
協力及び共催等を行ないます。

障害児余暇活動
支援
(つるみ・サ

マーフレンド)

ボラン
ティア保
険事務手
数料

障害児者に対する理解・協力が深められるよう、同連合会の
鶴っこ部会が行う、障害者による手作の製品の販売支援を行
います。また販売を通して事業所間のつながのを高め、新た
な販売先についても鶴っこ部会とともに開拓をはかのます。

善居、銀〒ヨ
寄付金

学齢障害児の夏休み期間を中心とした余暇支援をめざし「つ
るみサマーフレンド」を開催します。また参加するボラン
ティアの育成を行います。
開催にあたって親の会、養護学校、特別支援学校のほか、地
域ケアプラザ、 NP0等関係団体との協働によのプログラムを
展開していきます。また、担い手発掘のため企業、ボラン
ティア団体等にも参画への働きかけを行っていきます。

市社協補
助1金・善1
意銀行・
共同募金
配分金

共同募金
配分金

共同募金
配分金

分.費
金

云
担



障害者週間キャ
ンペーン

ふれあい運動会

障害者週間にあわせ、区障団連との共催によの啓発活動を実
施します。区役所にて自主製品販売や展示等を行い、啓発資
材の街頭配布を行います。また、地域ケアプラザなどとも連
携しつつ、地区社協へも周知を図のながら、広くキャンペー
ンを展開していきます。
・実施予定日

地域における障害児者と地域住民とのふれあい交流と障害に
対する啓発をはかるため障団連に共催し「ふれあい運動会」
を実施します。
実施にあたっては、区障害児者団体連合会や青少年指導員連
絡協議会・スポーツ推進委員等の関係団体や企業ボランティ
ア等と協働で開催します。

地域自立支援協
Ξ^^

6我2工

外出支援事業
区社協送迎サー
ビス事業

・実施予定日: U成30 11 4日

30 12 3日

・場所:旧東海道公園(予定)

相談事業や地域の課題を共有し、障害者支援が充実すること
を目的として、区内の地域作業所、入所施設、地域ケアプラ
ザ、養護学校等が所属している会議に参加します。

・一般交通機関による外出が困難な方に、ボランティアと協
働しリフト付ワゴン車等による送迎サービスを提供し外出を
支援します。また、ボランティアの資質向上のため運転、相
談調整に関する担い手研修を行います。
・事業のあのかたについて、移動情報センターや、他の移動
支援を実施する事業者の情報を収集・分析とともに見直し、
実施内容の変更を進めます。

移動情報セン
ター

~12 7日

共同募金
配分金

生活困窮者支援
(食支援)

移動に困難を抱える障害のある方・ご家族等からの相談に応
じて、支援制度の案内や、サービス事業所等の紹介・コー
ディネートを行います。併せて、障がいのある方の付き添い
を行うガイドボランティアの養成講座等を開催し、ガイドボ
ランティアの推進を図のます、また、区内の移動支援を実施
する団体とのネットワークづくのを行います。

日

子育て支援事業

共同募金
配分金

生活困窮者支援として、セカンド・ハーベスト・ジャパンと
の連携を行っていますが、本会もよの地域性もしくは個別性
に密着した支援を行うべく、フードドライブの仕組みについ
て、先行区を参考に実施に向けた検討を行います。

福祉保健活動拠点

・こどもの居場所ネットワーク会議を開催し、こども食堂や
学習支援等こどもの居場所に係る団体との連携・支援を図の
ます。
・子育てに係る団体等の会議や連絡会への参画、共催事業を
実施します。

拠点管理・運営

市社協受
託金・.
意銀行
サービス
利用料

鶴見区福祉保健活動拠点の管理運営を行います。利用調整会
議を年1回開催し利用者の二ーズを受けとめ、よの一層使い
やすい施設をめざします。
契約等、各種事務についても円滑に行うとともに、利用者の
さらなる満足度の向上につながるよう、必要な情報収集や課
題等の解決に積極的に取の組みます。
併せて機能向上のため、職員研修を実施します。

市社協受
託金

市社協補
助金

共同募金
配分金

横浜市受
言モ金・負
1旦金



つながののある地域づくの
福祉教育の推進

福祉教育相談・
量周束交

地域のポランティア・地域ケアラザなどと協働し、区内の
学校や企業、一般区民の福祉理解の向上をめざします。
・福祉教育相談
・講師の紹介
・福祉教育プログラムの企画・調整・実施協力
・福祉教育連絡会を実施し、現状と課題を提示しながら、学
校や地域とこれからの福祉教育のあのかたについて検討しま
す。

学生ボランティ
アの育成・支
^

先生のための福
祉講座

・大学の授業の一環として、ボランティア活動演習授業に協
力するなど、大学のボランティアセンター等と連携し、大学
生のボランティア活動の充実を図のます。
・中・高校生のボランティア活動の支援を年間を通じて行う
とともに、夏休みなどのボランティア強化月間を設け、学校
に広く周知します。

災害時支援

災害ボランティ
アネットワーク
運営委員会

市社協・教育委員会主催の講座に、市内18区社協とともに
参画します。
学校等に対する区社協の支援・相談体制について周知しま
す。

研修(ジ〕ミレージョソ
等)

災害ボラツティア養成
講座

発災時に区役所等関係機関・ポランティアグルー、地域が
連携して活動できる体制をつくるため確島見区災害ボラン
ティアネットワーク」活動の充実をはかのます。また、事業
展開にあたっては、区役所及び地域防災拠点と連携していき
ます。
なお、災害ボランティアセンターを立ち上げの主体となる区
社協は、これまでの経緯も踏まえつつ、発災時における区社
協の立ち位置も踏まえた上で、連携をはかっていきます。
・運営委員会(毎月)
・災害ボランティア訓練
・災害時要援護者支援に関わる啓発活動
・横浜市および18区社協での IP電話の導入

啓発事業
(防災拠点への

協働等)

市社協補
会助金・

費

災害時の情報・
収集

市社協補
助金. fs
ボラ会費
収入

引き続き、災害時における区社協の役割について体制の整備
や見直しを行うとともに、災害時の区災ポラセンターの設置
場所の確定を含め、区とどのような連携体制が図れるかを検
討していきます。また、各地で起きた災害等の情報収集を行
い、分析、発信及び日赤等義援金への協力に努めます。



必要な人に支援が届く仕組みづくの
権利擁護事業

権利擁護事業 ・地域の高齢者・障害者の金銭管理、財産保全サービスを行
う日常生活自立支援事業の充実をはかのます。
・区役所・地域包括支援センター・施設・介護保険事業所な
ど区域の相談機関の連携促進に取り組みます。関係機関との
連携のもと契約状況と内容を定期的に検討し、適切な成年後
見制度への移行を視野にいれた支援を行います。
・広く権利擁護に係る相談窓口として、区社協内各種事業と
連携を強化するとともに、複雑・多様化する二ーズを踏ま
え、研修等スキルアップの機会として事例検討会を実施しま
す。
・地域の会合やケアマネジャーの連絡会にて、必要に応じて
権利擁護事業の説明を行い、普及・啓発を行います。

市民後見人養成
事業

貸付等生活支援事業

福祉資金・教育
支援資金

市あんしんセンターとともに引き続き市民後見人養成に協力
します。
区・ブロックごとのサポートネットの企画・立案を行いま
す。

不動産担保型生
活資金

緊急、小口資金

臨時特例つなぎ
資金

生活福祉資金・緊急、小口資金・総合支援資金・不動産担保型
生活資金の貸付、償還事務を行います。
貸付・償還にあたっては、民生委員をはじめ、区役所等の関
係機関、と連携も図のつつ、適切に行います。

総合支援資金

滞納者世帯支援

交通遺児見籍金

市社協受
託金
サービス
利用料

災害!見多髭金1

緊急援護事業

報・啓発事業

県社会福祉協議会と連携し、交通事故によの保護者を失った
遺児に対して援護金を交付します。

広報紙(福祉つ
るみ)作成・発
イ丁

火災、風水害等の災害によの住家に被害を受けた櫂災世帯に
見綴金を支給します。

社会福祉功労者
感謝会
(社会福祉大

区役所と協働で、行旅人には交通費等を支給します。

区民への福祉啓発・区社協PR・事業周知を目的として「福
祉つるみ」を年3回(1回タウンニュース紙面買い上げ・2回
通常発行)、発行します(全戸配布、 17万音の。

ホームページ管
理

区内の福祉功労者への表彰状・感謝状を贈呈する「社会福祉
功労者感謝会(社会福祉大会)」を、あいねっと推進フォー
ラムにて開催します。

県社協受
託金

区社協PRや事業周知、福祉啓発のため鶴見区社協ホーム
ページの管理・更新を適宜行います。また、ホームページの
アクセシビリティの向上について推進していきます。

県社協補
助金・会

共同募金
配分金

共同募金
配分金

会費・市
社協補助
金
共同募金
配分金

)会



区社協事務局の運営強化等
法人運営

理事会・評議員
^

2工

監事監査

部会、分科会、
委員会等

本会の組織決定機関として、定期的に理事会・評議員会を開
催します。

適正な組織運営を行うため、会員よの選出された監事による
監査を受けます。

区社協の運営に関わる各種部会・分科会、委員会を開催しま
す。
[部会]
・地域福祉団体部会/当事者団体部会/専門団体部会

[分科会]
・民生委員児童委員分科会
・地区社協分科会【再掲】
・自治連合会分科会
・ボランティア・市民活動団体分科会【再掲】
・障害福祉関係分科会
・児童福祉関係分科会
・高齢福祉関係分科会

[委員会]
・共同募金配分金事業助成審査会
・ボランティアセンター運営委員会【再掲】
・顕彰委員会
・福祉つるみ編集委員会

[研修会等]
・個人情報保護研修他

予算(予算管
理)、決算、出
納

事業計画、事業
報告

各種収入が厳しい中、よの適正な予算執行を行い、効率的な
経理事務のため、インターネットバンキングや経理システム
を活用します。また、安全で確実な出納事務、窓口等取の扱
い現金の事務及び管理改善を行うため、現金取の扱い時の複
数対応の実施及び窓口現金の受付記録を一括してデータ管理
します。

会費収入
市社協補
助金収入
等

法人登記、定
款・諸規程管理

個人情報保護

会費収入
市社協補
助金収入
等

市・区域の地域福祉保健計画に基づき年度ごとの事業計画・
報告書を作成し、以て本会の地域福祉推進・達成を目指した
事業を実施します。

僻天矛劣、吠,矛劣^
理、文書管理

円滑で信頼のできる法人運営と充実した事業を効率的に進め
る上で、適切な事務執行を行います。

会員/会費関係

「社会福祉法人横浜市鶴見区社会福祉協議会の保有する個人
情報の保護に関する規程」に則の、適切な対応を行います。

業務の効率化の一環として、状況に応じた事務改善を行い談
す。

・区社協の経営基盤の強化および地域に対する社協活動の浸
透を図るため、会員組織充実につとめます。
・会員よの、地域福祉推進にあたの必要とされるテーマをも
とに、特定の会員種別に依らない「会員全体研修」の位置づ
けとして研修を企画・実施するとともに、会員間の連携機会
の場の確保します。

会費収入
市社協補
助金収入
等



苦情解決対応

その他

区民からの意見や要望を受け入れやすい環境をつくるととも
に、苦情を二ーズとして受け止め、事業・サービスの質の向
上に努めます。
また、館内にご意見箱を設置します。いただいたご意見は
「ご意見コープー」への貼のだしを行い、利用者へ周知しま

調査・研究事業/その他各種事業

第3期を鳥見区地
域福祉保健計画
(ぞ鳥見・あい

ねっと)の推進

共催等名義使用(共催事業の開催、後援名義使用許可)の実
施および区民祭への参加

共同募金

・第3期鶴見区地域福祉保健計画「鶴見・あいねっと」につ
いて、住民参画と区・関係機関・施設等との協働によの、推
進します。
・年1回、区との共催による「あいねっと推進フォーラム」
を開催します。

団体事務

募金の趣旨のPRを行うとともに、年末たすけあい募金を適正
に配分するため配分委員会を開催します。

次の社会福祉団体の事務局を運営し、連携強化によの地域福
祉の推進に努めていきます。
また、各団体の効率的な運営と区社協事務局との連携体制に
ついても引き続き検討します。
・共同募金会鶴見区支会
・日赤鶴見区地区委員会
・鶴見保護司会
・を鳥見区更生保護女性会
・鶴見区更生保護協会
・鶴見区遺族会

会費収入
市社協補
助金収入
共同募金
配分金収
入

共同募金
会計に基

各種団体
会計に基
づく


